
（※）第１種学校感染症
　 　エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱

　ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、急性灰白隨炎（ポリオ）
　特定鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群

※新型コロナウイルス感染症は、発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

登校再開
可能日

※解熱した後も呼吸器症状（咳、痰）が続く場合には、主治医の診察を受けてから登校
　してください。

インフルエンザによる登校を再開する日の目安

新型コロナウイルス感染症による登校を再開する日の目安

登校再開
可能日

発熱 発熱
解熱

症状あり
症状あり 症状あり 症状軽快

症状軽快後
１日目

発熱 発熱 発熱
解熱

症状あり

発熱 発熱
解熱

症状あり
症状軽快 症状軽快

５日目 ６日目

症状軽快
症状軽快後
１日目

７日目
発症後
５日以内

登校再開
可能日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目

解熱後
２日目

発症後
５日以内

登校再開
可能日
登校再開
可能日

登校再開
可能日

解熱

解熱後
２日目
解熱後
１日目

解熱後
２日目
解熱後
１日目

第２種

７日目

発熱 発熱

発熱 発熱 発熱

解熱

解熱

解熱後
１日目

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症

結核
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

ウイルス性肝炎 Ａ型・Ｅ型：肝機能正常化後登校可、Ｂ型・Ｃ型：出席停止不要

３日目 ４日目 ５日目 ６日目０日目 １日目 ２日目

第３種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大
腸菌感染症、腸チフス・パラチフ
ス、急性出血性結膜炎

発熱 発熱 発熱 発熱

治癒するまで

その他の学校感染症と出席停止期間の基準
感染症の種類 出席停止期間の基準

第１種 （※）
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